
  

ｗ1 

ｗ2 

ｗ1、 

ｗ2 

 角地－02  

角地 2（市施行細則の取扱い） 

（関係条文） 

法 53 条・市施行細則 15条 

 市施行細則第 15条第 1・2 号の取扱 

□  角地部分の角度の取扱 

     ① 隅切りがない場合 

   4ｍ以上 

 

 4ｍ以上 α≦120°の場合 

 α≦120° 緩和の対象とする 

 

 

 

 

     ② 隅切りを除いた接道部分が各４ｍ未満の場合   

                                   α、β＞120° 

                               γ≦120° 

 

                    β         角地の緩和  可 

         4m         γ           

               α                

      ｗ1                        

 

 

     ③ 隅切りを除いた接道部分が各４ｍ以上の場合 

                     4m 以上 

 

 

         4m 以上                  α≦120°の場合、 

                  α≦120°       緩和の対象とする。 

  

  

  

※共通事項；ｗ1、ｗ2≧4m かつ周長の 1/3 以上が接道する場合に限る。 
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